
第１　監査の概要　

　１　監査対象機関、監査対象期間及び監査実施期間

　（１）監査対象機関：知事部局、企業局、教育庁、警察本部及び行政委員会（委員）事務局の５４機関

　（２）監査対象期間：平成２８年５月１日、平成２８年６月１日、平成２８年７月１日又は

　　　平成２８年８月１日から監査実施日まで

　（３）監査実施期間：平成２８年１１月１６日～平成２９年２月１０日

　　　監査対象機関ごとの監査対象期間及び監査実施日は、次のとおりである。

監査実施日

平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 16日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 17日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 16日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 17日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 25日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 18日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 18日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 22日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 22日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 24日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 24日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 12日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 25日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 12日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 13日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 13日 まで

農
林
水
産
部

平成 28年 11月 24日

平成 28年 11月 22日

平成 29年 1月 12日工 業 保 安 課

人 権 ・ 同 和 対 策 局

平成 28年 11月 18日福 祉 総 務 課

平成 28年 11月 16日

平成 28年 11月 24日

監査対象機関名

平成 28年 11月 18日

生 活 安 全 課 平成 28年 11月 17日

商
工
部

中 小 企 業 振 興 課

人づく
り・県
民生活
部

医 療 指 導 課

監査対象期間

平成 28年 11月 17日
企画・
地域振
興部

秘 書 室

社 会 活 動 推 進 課

広 域 地 域 振 興 課

平成 28年 11月 16日

福
祉
労
働
部

環
境
部

環 境 保 全 課

保健医
療介護
部

平成 28年 11月 22日

廃 棄 物 対 策 課

食 の 安 全 ・ 地 産 地 消 課

新 雇 用 開 発 課

観 光 局

平成 29年 1月 12日農 林 水 産 政 策 課

平成 28年 11月 25日

平成 28年 11月 25日

平成 29年 1月 13日

平成 29年 1月 13日園 芸 振 興 課

監査公表第７号（平成29年４月７日、県公報第3882号登載）
平成28年11月16日から平成29年2月10日実施
随時監査（3次分）結果（平成28年度）

監査公表第７号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第５項の規定に基づく随時監査を秘書室等54か所につい
て実施したので、その結果を次のとおり公表する。

平成29年４月７日

　                                    　　　　　　　同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰
　                                    　　　　　　　同　　　　　　　　行　正　晴　實
                                      　　　　　　　同　　　　　　　　岩　元　一　儀

対象機関名 調査区分 件数 説　　明

商工部
観光局

支 出 １
　平成28年４月分のコピー代金が、関係団体の経費で
支払われていた。

計 １件



監査実施日

平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 19日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 6日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 14日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 7日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 7日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 8日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 15日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 19日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 20日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 20日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 25日 まで
平成 28年 8月 1日 から
平成 29年 2月 10日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 13日 まで
平成 28年 8月 1日 から
平成 29年 2月 9日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 9日 まで
平成 28年 8月 1日 から
平成 29年 2月 8日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 16日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 8日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 25日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 26日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 26日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 24日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 24日 まで
平成 28年 8月 1日 から
平成 29年 2月 7日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 31日 まで
平成 28年 7月 1日 から
平成 29年 1月 31日 まで
平成 28年 8月 1日 から
平成 29年 2月 1日 まで
平成 28年 8月 1日 から
平成 29年 2月 2日 まで

監査対象機関名 監査対象期間

農
林
水
産
部

平成 28年 12月 15日

平成 28年 12月 7日

平成 28年 12月 8日

平成 29年 1月 19日水 産 振 興 課

平成 28年 12月 6日福 岡 農 林 事 務 所

農 林 業 総 合 試 験 場 豊 前 分 場 平成 28年 12月 7日

両 筑 家 畜 保 健 衛 生 所

平成 28年 12月 14日
農 林 業 総 合 試 験 場
資 源 活 用 研 究 セ ン タ ー

県
土
整
備
部

河 川 開 発 課

水 資 源 対 策 課

平成 29年 1月 19日

港 湾 課 平成 29年 1月 20日

高 速 道 路 対 策 室 平成 29年 1月 20日

平成 29年 1月 25日

久 留 米 県 土 整 備 事 務 所 平成 29年 2月 10日

直 方 県 土 整 備 事 務 所 平成 28年 12月 13日

八 女 県 土 整 備 事 務 所 平成 29年 2月 9日

北 九 州 県 土 整 備 事 務 所 平成 28年 12月 9日

田 川 県 土 整 備 事 務 所 平成 29年 2月 8日

五 ヶ 山 ダ ム 建 設 事 務 所 平成 28年 12月 8日

飯 塚 県 土 整 備 事 務 所 平成 28年 12月 16日

建
築
都
市
部

都 市 計 画 課 平成 29年 1月 25日

公 園 街 路 課 平成 29年 1月 26日

県 営 住 宅 課 平成 29年 1月 24日

下 水 道 課 平成 29年 1月 26日

会 計 管 理 局

平成 29年 1月 31日

平成 29年 1月 24日

企業局 管 理 課

高 校 教 育 課

人 権 ・ 同 和 教 育 課

監 査 委 員 事 務 局

人 事 委 員 会 事 務 局

平成 29年 2月 2日

教
育
庁

平成 29年 2月 1日

平成 29年 1月 31日

平成 29年 2月 7日

筑 後 川 水 系 農 地 開 発 事 務 所

水 産 海 洋 技 術 セ ン タ ー

対象機関名 調査区分 件数 説　　明

商工部
観光局

支 出 １
　平成28年４月分のコピー代金が、関係団体の経費で
支払われていた。

計 １件



監査実施日

平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 28日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 28日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 30日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 30日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 30日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 1日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 1日 まで
平成 28年 5月 1日 から
平成 28年 11月 28日 まで
平成 28年 6月 1日 から
平成 28年 12月 1日 まで
平成 28年 8月 1日 から
平成 29年 2月 2日 まで

  ２　監査の主眼

  　　今回の監査は、旅費等９支出項目の財務に関する事務が適正に執行されているか、併せて、

　　経済性、効率性及び有効性に考慮して執行されているか、また、内部統制は適正に行われているか

　　に意を用いて実施した。

　　　特に、旅費及びその他需用費に主眼を置き、事実確認調査を含む監査を実施した。

　３　監査の範囲

　 (１)  時間外勤務手当

 　(２)  賃金

 　(３)  旅費

 　(４)  交際費

　 (５)  食糧費

 　(６)  その他需用費

 　(７)  タクシー借上料

 　(８)  会場借上料

 　(９)  備品購入費

   (10)  内部統制

第２　監査の結果　

　　　今回の監査の結果、財務に関する事務は、下記の事項を除き、調査した範囲において適正に執行

されていた。

1 　指摘事項（是正又は改善等を要し、著しく適正又は妥当性を欠くもの）

　指摘事項に該当するものは、次のとおりである。

2 　注意事項（是正又は改善等を要し、適正又は妥当性を欠くもの）

　該当なし

警
察
本
部

監査対象機関名 監査対象期間

平成 28年 11月 28日

平成 28年 12月 1日

運 転 免 許 試 験 課

交 通 指 導 課

北九州地区暴力団犯罪捜査課

総 務 課

交 通 企 画 課

平成 29年 2月 2日

公 安 第 三 課

労 働 委 員 会 事 務 局

平成 28年 12月 1日

平成 28年 11月 30日

平成 28年 12月 1日

少 年 課

平成 28年 11月 30日

平成 28年 11月 30日

監 察 官 室

生 活 安 全 総 務 課

平成 28年 11月 28日

平成 28年 11月 28日

対象機関名 調査区分 件数 説　　明

商工部
観光局

支 出 １
　平成28年４月分のコピー代金が、関係団体の経費で
支払われていた。

計 １件


